
岐 阜 県 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 に 係 る 手 続 の 適 正 化 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 一 年 岐 阜 県 規 則 第 八 十 四 号 ） 新 旧 対 照 表 

 
  

（ 新 ） （ 旧 ） 

  

第 一 条 及 び 第 二 条  略 第 一 条 及 び 第 二 条  略 

  

 （ 関 係 住 民 ）  （ 関 係 住 民 ） 

第 三 条 条 例 第 二 条 第 十 四 号 の 生 活 環 境 の 保 全 上 利 害 関 係 を 有 す る 者 と し て

規 則 で 定 め る 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。 

第 三 条 条 例 第 二 条 第 十 四 号 の 生 活 環 境 の 保 全 上 利 害 関 係 を 有 す る 者 と し て

規 則 で 定 め る 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。 

一 及 び 二  略 一 及 び 二  略 

三 周 知 地 域 内 の 水 域 の 管 理 者                        

       若 し く は 水 利 権 者 （ 慣 行 水 利 権 者 を 含 む 。 ） 又 は 当 該 水 域

に お い て 漁 業 を 営 む 者 若 し く は 漁 業 権 者 

三 周 知 地 域 内 の 水 域 の 管 理 者 （ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 長 が 管 理 者 で あ る

場 合 を 除 く 。 ） 若 し く は 水 利 権 者 （ 慣 行 水 利 権 者 を 含 む 。 ） 又 は 当 該 水

域 に お い て 漁 業 を 営 む 者 若 し く は 漁 業 権 者 

四 及 び 五  略 四 及 び 五  略 

  

第 四 条 か ら 第 七 条 ま で  略 第 四 条 か ら 第 七 条 ま で  略 

  

 （ 周 知 計 画 書 の 提 出 ）  （ 周 知 計 画 書 の 提 出 ） 

第 八 条  略 第 八 条  略 

２  略 ２  略 

３ 条 例 第 十 一 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 地 域 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 施 設 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 地 域 と す る 。 

３ 条 例 第 十 一 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 地 域 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 施 設 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 地 域 と す る 。 

 一 か ら 五 ま で  略 一 か ら 五 ま で  略 

六 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 等 の う ち 施 設 か ら の 放 流 水 （ 雨 水 及 び 水 質 汚 濁 防

止 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 二 条 第 九 項 に 規 定 す る 生 活 排

水 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） を 伴 う も の 前 各 号 に 定 め る 範 囲 に 、 放 流 水 が

流 入 す る 公 共 用 水 域 （ 同 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 共 用 水 域 を い う 。 ）

に お け る 放 流 地 点 か ら 千 メ ー ト ル 以 内 の 水 域 （ 当 該 水 域 に お い て 低 水 量

時 に 放 流 水 が 百 倍 に 希 釈 さ れ る 場 合 は そ の 地 点 ま で の 水 域 ） 及 び 生 活 環

境 影 響 調 査 の 結 果 か ら 周 辺 地 域 の 生 活 環 境 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る

水 域 を 加 え た 地 域 

六 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 等 の う ち 施 設 か ら の 放 流 水 （ 雨 水 及 び 水 質 汚 濁 防

止 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 二 条 第 八 項 に 規 定 す る 生 活 排

水 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） を 伴 う も の 前 各 号 に 定 め る 範 囲 に 、 放 流 水 が

流 入 す る 公 共 用 水 域 （ 同 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 共 用 水 域 を い う 。 ）

に お け る 放 流 地 点 か ら 千 メ ー ト ル 以 内 の 水 域 （ 当 該 水 域 に お い て 低 水 量

時 に 放 流 水 が 百 倍 に 希 釈 さ れ る 場 合 は そ の 地 点 ま で の 水 域 ） 及 び 生 活 環

境 影 響 調 査 の 結 果 か ら 周 辺 地 域 の 生 活 環 境 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る

水 域 を 加 え た 地 域 

  

第 九 条 及 び 第 十 条  略 第 九 条 及 び 第 十 条  略 

  



  
 （ 縦 覧 の 方 法 等 ）  （ 縦 覧 の 方 法 等 ） 

第 十 一 条  略 第 十 一 条  略 

２ 条 例 第 十 五 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 事 業 者 の 問 い 合 わ せ 先 、 周

知 地 域 の 範 囲 及 び 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 

２ 条 例 第 十 五 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 事 業 者 の 問 い 合 わ せ 先          

      及 び 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 

一 か ら 四 ま で  略 一 か ら 四 ま で  略 

３ 条 例 第 二 十 二 条 に お い て 準 用 す る 条 例 第 十 五 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 事

項 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。 

３ 条 例 第 二 十 二 条 に お い て 準 用 す る 条 例 第 十 五 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 事

項 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。 

一  略 一  略 

二 周 知 地 域 の 範 囲  

三  略 二  略 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項  

  

第 十 二 条 か ら 第 十 六 条 ま で  略 第 十 二 条 か ら 第 十 六 条 ま で  略 

  

 （ 見 解 書 の 提 出 等 ）  （ 見 解 書 の 提 出 等 ） 

第 十 七 条  略 第 十 七 条  略 

２  略 ２  略 

３ 前 項 の 周 知 を 実 施 す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 表 示 す る も の と す る 。  

一 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 見 解 に つ い て 周 辺 地 域 の 生 活 環 境 の 保 全 上 の

見 地 か ら 意 見 を 有 す る 者 が 当 該 意 見 を 記 載 し た 意 見 書 を 提 出 す る こ と が

で き る こ と 。 

 

二 事 業 者 の 問 い 合 わ せ 先  

三 周 知 地 域 の 範 囲  

四 第 一 号 の 意 見 書 の 提 出 が あ っ た と き は 当 該 意 見 に 対 す る 見 解 の 周 知 を

行 う こ と 。 

 

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項  

  

第 十 八 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で  略 第 十 八 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で  略 

  

 （ 適 用 除 外 ）  （ 適 用 除 外 ） 

第 二 十 五 条 条 例 第 四 十 一 条 第 二 項 第 二 号 イ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の

は 、 処 理 能 力 が 増 加 し な い 施 設 の 更 新 に 係 る も の で あ っ て 生 活 環 境 へ の 負

荷 を 増 大 さ せ な い こ と が 明 ら か な も の 及 び 施 設 の 変 更 で あ っ て 次 の 各 号 の

い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。 

第 二 十 五 条 条 例 第 四 十 一 条 第 二 項 第 二 号 イ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の

は 、 処 理 能 力 が 増 加 し な い 施 設 の 更 新 に 係 る も の で あ っ て 生 活 環 境 へ の 負

荷 を 増 大 さ せ な い こ と が 明 ら か な も の 及 び 施 設 の 変 更 で あ っ て 次 の 各 号 の

い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。 



  

一 処 理 能 力 の 変 更 で な い も の 又 は 当 該 変 更 で あ っ て 処 理 能 力 が 十 パ ー セ

ン ト 以 上 増 加 し な い も の 

一 処 理 能 力 の 変 更 で な い も の 又 は 当 該 変 更 で あ っ て 処 理 能 力 が 十 パ ー セ

ン ト 以 上 変 更 さ れ な い も の 
二 か ら 五 ま で  略 二 か ら 五 ま で  略 

２ 条 例 第 四 十 一 条 第 二 項 第 二 号 ロ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の は 、 処 理 能

力 が 増 加 し な い 施 設 の 更 新 に 係 る も の で あ っ て 生 活 環 境 へ の 負 荷 を 増 大 さ

せ な い こ と が 明 ら か な も の 及 び 施 設 の 変 更 で あ っ て 次 の 各 号 の い ず れ に も

該 当 す る も の と す る 。 

２ 条 例 第 四 十 一 条 第 二 項 第 二 号 ロ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の は 、 処 理 能

力 が 増 加 し な い 施 設 の 更 新 に 係 る も の で あ っ て 生 活 環 境 へ の 負 荷 を 増 大 さ

せ な い こ と が 明 ら か な も の 及 び 施 設 の 変 更 で あ っ て 次 の 各 号 の い ず れ に も

該 当 す る も の と す る 。 

一 処 理 能 力 の 変 更 で な い も の 又 は 当 該 変 更 で あ っ て 処 理 能 力 が 十 パ ー セ

ン ト 以 上 増 加 し な い も の 

一 処 理 能 力 の 変 更 で な い も の 又 は 当 該 変 更 で あ っ て 処 理 能 力 が 十 パ ー セ

ン ト 以 上 変 更 さ れ な い も の 

二 か ら 五 ま で  略 二 か ら 五 ま で  略 

３  略 ３  略 

  

第 二 十 六 条  略 第 二 十 六 条  略 

  

    附 則  略     附 則  略 

  

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 十 四 号 ま で  略 別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 十 四 号 ま で  略 
  
 


